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議第 １ 号 

 

令和２年度南和広域医療企業団病院事業会計予算について 

 

（総 則） 

第 1条 令和２年度南和広域医療企業団病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

          

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病床数            一般     291床 回復期及び療養病床  108床 

（２）年間入院患者数   入院患者数（延） 100,740人 入院患者数（延） 36,646人 

及び外来患者数   外来患者数（延） 206,064人 

（３）１日平均入院患者数 入院患者数      376人 

及び外来患者数   外来患者数      848人 

（４）主な建設改良事業 

    医療機器の購入          100,175 千円 

器具備品の購入            10,798千円 

     

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収  入 

   第１款  病院事業収益        10,510,154千円 

   第１項  医業収益          8,510,270千円 

   第２項  医業外収益         1,877,764千円 

   第３項  看護師養成事業収益      122,120千円 

  支  出 

   第１款  病院事業費用        10,507,312千円 

   第１項  医業費用         10,240,819千円 

   第２項  医業外費用          124,119千円 

   第３項  看護師養成事業費用      133,374千円 

   第４項  特別損失             6,000千円 

   第５項  予備費             3,000 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額８９,２４６千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするも

のとする。） 
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収  入 

   第１款  資本的収入          743,183千円 

   第１項  負担金            636,574千円 

   第２項 企業債           106,609 千円 

 

  支  出 

 第１款   資本的支出          832,429千円 

   第１項  建設改良費          142,081千円 

   第２項  企業債償還金         636,575千円 

   第３項 県借入償還金          53,773千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

  

医療機械 

等購入費 

千円 

 

106,609 

 

 

証書借入 

6.5％以内（ただし、利率見直

し方式で借り入れる政府資金

及び公営企業公庫資金につい

て利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利

率） 

借入先の融資条件によ

る。ただし、企業財政

その他の都合により繰

上償還又は低利に借り

換えることができる。 

 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。 

１．職員給与費            5,088,763 千円 

   ２．交際費                120千円 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、1,553,728 千円と定める。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

 

南和広域医療企業団  企業長  中川 幸士      
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議
 第
 １
 号

令
　
和
　
２
　
年
　
度

南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
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書
（
案
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業
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令
和
２
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算

　
　
（
総
　
則
）

　
第
１
条
　
令
和
２
年
度
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
（
業
務
の
予
定
量
）

　
第
２
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
 （
１
）
病
床
数

一
　
　
般

床
回
復
期
及
び
療
養
病
床

1
0
8
床

　
　
　
 （
２
）
年
間
入
院
患
者
数
及
び
外
来
患
者
数

入
院
患
者
数
　
（
延
）

人
入
院
患
者
数
　
（
延
）

3
6
,6
4
6
人

外
来
患
者
数
　
（
延
）

人

　
　
　
 （
３
）
１
日
平
均
入
院
患
者
数
及
び
外
来
患
者
数

入
院
患
者
数

人

外
来
患
者
数

人

　
　
　
 （
４
）
主
な
建
設
改
良
事
業

医
療
器
機
の
購
入

千
円

器
具
備
品
の
購
入

千
円

　
　
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

　
第
３
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

　
　
収
　
　
　
入

第
１
款

病
院
事
業
収
益

千
円

第
１
項
医
業
収
益

千
円

第
２
項
医
業
外
収
益

千
円

第
３
項
看
護
師
養
成
事
業
収
益

千
円

　
　
支
　
　
　
出

第
１
款

病
院
事
業
費
用

千
円

第
１
項
医
業
費
用

千
円

第
２
項
医
業
外
費
用

千
円

第
３
項
看
護
師
養
成
事
業
費
用

千
円

第
４
項
特
別
損
失

千
円

第
５
項
予
備
費

千
円

2
9
1

1
0
0
,7
4
0

2
0
6
,0
6
4

3
7
6

8
4
8

6
,0
0
0

1
0
0
,1
7
5

1
0
,7
9
8

1
0
,5
1
0
,1
5
4

8
,5
1
0
,2
7
0

1
,8
7
7
,7
6
4

1
2
2
,1
2
0

1
0
,5
0
7
,3
1
2

1
0
,2
4
0
,8
1
9

1
2
4
,1
1
9

1
3
3
,3
7
4

3
,0
0
0 －
１
－
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（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

　
第
４
条

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
て
不
足
す
る
額
８
９
，
２
４
６
千
円
は
、

　
　
　
過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
で
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。
）

　
　
収
　
　
　
入

第
１
款

資
本
的
収
入

千
円

第
１
項
負
担
金

千
円

第
２
項
企
業
債

千
円

　
　
支
　
　
　
出

第
１
款

資
本
的
支
出

千
円

第
１
項
建
設
改
良
費

千
円

第
２
項
企
業
債
償
還
金

千
円

第
３
項
県
借
入
償
還
金

千
円

　
　
（
企
業
債
）

　
第
５
条
　
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

千
円

1
0
6
,6
0
9

　
　
（
一
時
借
入
金
）

　
第
６
条
　
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
5
0
0
,0
0
0
千
円
と
定
め
る
。

－
２
－

7
4
3
,1
8
3

6
3
6
,5
7
4

1
0
6
,6
0
9

8
3
2
,4
2
9

1
4
2
,0
8
1

6
3
6
,5
7
5

5
3
,7
7
3

起
債
の
目
的

限
　
度
　
額

起
債
の
方
法

利
　
　
　
率

償
　
　
還
　
　
の
　
　
方
　
　
法

 6
.5
％
以
内
（
た
だ
し
、
利
率
見
直

し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金

及
び
公
営
企
業
公
庫
資
金
に
つ

い
て
利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、
当
該
見
直
し
後
の

利
率
）

借
入
先
の
融
資
条
件
に
よ
る
。
た
だ
し
、
企
業
財
政

そ
の
他
の
都
合
に
よ
り
繰
上
償
還
又
は
低
利
に
借
り

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
 療
 器
 械

等
 購
 入
 費

証
　
書
　
借
　
入
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（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

　
第
７
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用
し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の

  
　
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
．
　
職
員
給
与
費

5
,0
8
8
,7
6
3
千
円

２
．
　
交
際
費

1
2
0
千
円

　
　
（
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
）

　
第
８
条
　
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
1
,5
5
3
,7
2
8
千
円
と
定
め
る
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
　
２
　
年
　
２
 　
月
　
２
８
　
日
　
提
　
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
　
業
　
長
　
　
　
中
　
川
　
幸
　
士

－
３
－
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令
　
和
　
２
　
年
　
度

病
院
事
業
会
計
予
算
に
関
す
る
説
明
書

南
和
広
域
医
療
企
業
団
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令
和
２
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算
実
施
計
画

収
益
的
収
入
及
び
支
出

（
収
　
入
）

(単
位
：
千
円
）

款
予
　
定
　
額

備
　
　
考

１
病

院
事

業
収

益
1
0
,5
1
0
,1
5
4

１
医

業
収

益
8
,5
1
0
,2
7
0

１
入

院
収

益
5
,4
2
0
,6
7
3

２
外

来
収

益
2
,3
4
6
,0
1
6

３
そ

の
他

医
業

収
益

2
9
3
,7
6
0

４
県

補
助

金
8
5
,7
2
6

５
他

会
計

補
助

金
0

6
他

会
計

負
担

金
3
6
4
,0
9
5

２
医

業
外

収
益

1
,8
7
7
,7
6
4

１
受
取
利
息
及
び
配
当
金

3
3
0

２
県

補
助

金
2
7
,7
4
3

３
他

会
計

補
助

金
2
6
,1
4
7

４
他

会
計

負
担

金
4
4
5
,3
0
3

５
長

期
前

受
金

戻
入

1
,3
3
1
,0
1
0

６
そ
の
他
医
業
外
収
益

4
7
,2
3
1

３
看
護
師
養
成
事
業
収
益

1
2
2
,1
2
0

１
県

補
助

金
8
0
,0
0
0

２
そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

4
2
,1
2
0

－
４
－

項
目
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（
支
　
出
）

(単
位
：
千
円
）

予
　
定
　
額

備
　
　
考

１
病

院
事

業
費

用
1
0
,5
0
7
,3
1
2

１
医

業
費

用
1
0
,2
4
0
,8
1
9

１
給

与
費

5
,0
8
8
,7
6
3

２
材

料
費

1
,5
5
3
,7
2
8

３
経

費
2
,1
9
9
,1
8
4

４
減

価
償

却
費

1
,3
7
1
,5
7
7

５
資

産
減

耗
費

3
,0
0
0

６
研

究
研

修
費

2
4
,5
6
7

２
医

業
外

費
用

1
2
4
,1
1
9

１
支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱
諸
費

2
9
,7
5
1

２
長
期
前
払
消
費
税
償
却

7
7
,3
6
8

３
消

費
税

1
7
,0
0
0

３
看
護
師
養
成
事
業
費
用

1
3
3
,3
7
4

１
看

護
師

養
成

費
9
2
,3
1
2

２
看

護
師

養
成

費
4
1
,0
6
2

４
特

別
損

失
6
,0
0
0

１
固

定
資

産
売

却
損

2
,0
0
0

２
過
年
度
損
益
修
正
損

2
,0
0
0

３
そ

の
他

特
別

損
失

2
,0
0
0

５
予

備
費

3
,0
0
0

１
予

備
費

3
,0
0
0

款
項

目

－
５
－
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令
和
２
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算
実
施
計
画

資
本
的
収
入
及
び
支
出

（
収
　
入
）

(単
位
：
千
円
）

予
　
定
　
額

備
　
　
考

１
資

本
的

収
入

7
4
3
,1
8
3

１
負

担
金

6
3
6
,5
7
4

１
他

会
計

負
担

金
6
3
6
,5
7
4

1
企

業
債

1
0
6
,6
0
9

１
企

業
債

1
0
6
,6
0
9

（
支
　
出
）

(単
位
：
千
円
）

予
　
定
　
額

備
　
　
考

１
資

本
的

支
出

8
3
2
,4
2
9

１
建

設
改

良
費

1
4
2
,0
8
1

１
病

院
改

築
事

業
費

2
7
,1
0
8

２
器

械
備

品
購

入
費

1
1
0
,9
7
3

３
車

両
購

入
費

4
,0
0
0

２
企

業
債

償
還

金
6
3
6
,5
7
5

１
企

業
債

償
還

金
6
3
6
,5
7
5

３
県

借
入

償
還

金
5
3
,7
7
3

１
県

借
入

返
還

金
5
3
,7
7
3

款
項

目

－
６
－

款
項

目
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（
単
位
　
千
円
）

１
.

2
,
8
4
2

1
,
3
7
1
,
5
7
7

賞
与
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

3
8
,
8
5
4

法
定
福
利
費
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

1
5
,
2
2
1

△
 
2
9
,
8
9
5

△
 
1
,
3
3
1
,
0
1
0

△
 
3
3
0

2
9
,
7
5
1

△
 
1
0
4
,
0
2
3

4
3
,
8
4
2

3
6
,
8
2
9

3
3
0

△
 
2
9
,
7
5
1

7
,
4
0
8

２
.

△
 
1
2
9
,
1
6
4

長
期
前
払
消
費
税
及
び
長
期
貸
付
金
の
増
減
額
（
△
は
増
加
）

6
4
,
4
5
2

6
3
6
,
5
7
5

5
7
1
,
8
6
3

３
.

1
0
6
,
6
0
9

△
 
6
3
6
,
5
7
5

△
 
5
3
,
7
7
3

△
 
5
8
3
,
7
3
9

△
 
4
,
4
6
8

1
,
8
1
4
,
1
4
6

1
,
8
0
9
,
6
7
8

－
7
－

　
（
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
３
１
日
ま
で
）

医
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

当
年
度
純
利
益

減
価
償
却
費

令
和
２
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
　
予
定
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

退
職
給
与
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

長
期
前
受
金
戻
入
額

受
取
利
息
及
び
配
当
金

支
払
利
息

未
収
金
の
増
減
額
（
△
は
増
加
）

未
払
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

小
計

利
息
及
び
配
当
金
の
受
取
額

利
息
の
支
払
額

業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

他
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
る
収
入

投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
に
よ
る
収
入

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

そ
の
他
の
他
会
計
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

資
金
増
加
額
（
又
は
減
少
額
）

資
金
期
首
残
高

資
金
期
末
残
高
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１
　
総
　
括

（
単
位
　
人
：
千
円
）

特
別
職

一
般
職

2
5
4
4

2
5
4
4

2
5
0
7

2
5
0
7

0
3
7

0
3
7

（
単
位
　
千
円
）

地
域

扶
養

住
居

通
勤

時
間
外

特
殊
勤
務

児
童

手
当

手
当

手
当

手
当

勤
務
手
当

手
当

手
当

6
6
,2
1
6

4
9
,9
6
8

3
0
,5
7
6

6
3
,6
8
4
1
4
4
,4
2
0

1
2
9
,9
1
2

2
3
,2
4
4

5
9
,2
6
8

5
5
,4
7
6

3
2
,5
2
0

6
8
,9
7
6
1
3
9
,7
1
6

1
3
8
,3
3
6

2
4
,0
6
0

6
,9
4
8
△
 5
,5
0
8
△
 1
,9
4
4
△
 5
,2
9
2

4
,7
0
4

△
 8
,4
2
4

△
 8
1
6

－
８
－

　
給
　
与
　
費
　
明
　
細
　
書

8
2
1
,9
4
2

8
3
0
,9
0
6

区
　
　
　
　
　
分

職
　
員
　
数

法
 定
 福
 利
 費

前 年 度

損
 益
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

8
2
1
,9
4
2

資
 本
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

本 年 度

損
 益
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

8
3
0
,9
0
6

資
 本
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

合
　
　
　
　
　
計

合
　
　
　
　
　
計

手 当 の 内 訳

区
　
分

本
年
度

前
年
度

比
　
較

比 較

損
 益
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

8
,9
6
4

資
 本
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

合
　
　
　
　
　
計

3
4
3
,9
6
3

手
当

期
末

△
 2
,5
3
2

9
6
,9
9
6

9
4
,4
6
4

手
当

宿
日
直

△
 2
,3
7
2

4
3
,7
2
8

4
1
,3
5
6

手
当

管
理
職

5
2
,8
1
9

1
0
0
,0
5
3

報
 酬

1
,4
6
3
,7
6
1

手
 当

4
7
,0
4
8

8
,9
6
4

△
 1
9
,4
6
3

△
 1
9
,4
6
3

1
,4
8
3
,2
2
4

1
,4
8
3
,2
2
4

1
,4
6
3
,7
6
1

1
3
5
,2
7
6

1
3
5
,2
7
6

4
7
,2
3
4

3
3
6
,1
2
6

4
7
1
,4
0
2

賃
 金

4
2
,5
7
1

4
2
,5
7
1

1
,9
9
4
,3
6
2

1
,9
9
4
,3
6
2

2
,0
3
6
,9
3
3

2
,0
3
6
,9
3
3

給
 料

△
 1
1
1
,3
3
6

△
 1
1
1
,3
3
6

1
1
1
,3
3
6

1
1
1
,3
3
6

4
7
1
,4
0
2

合
　
　
　
計 5
6
,0
1
2

5
6
,0
1
2

4
,7
4
6
,9
9
0

4
,7
4
6
,9
9
0

4
,8
0
3
,0
0
2

4
,8
0
3
,0
0
2

△
 9
,8
8
8

1
8
9
,6
0
0

1
7
9
,7
1
2

調
整
手
当

初
任
給

1
,4
9
9

3
4
2
,4
6
4

3
,9
7
2
,0
9
6

計

3
3
6
,1
2
6

給
与
費

退
職

△
 1
,5
8
4

3
7
,7
5
2

3
6
,1
6
8

手
当

夜
間
勤
務

2
7

2
,4
7
0

2
,4
9
7

勤
務
手
当

管
理
職
特
別

5
,7
19

2
5
1
,8
62

2
5
7
,5
81

手
当

勤
勉

給
　
　
　
　
　
与
　
　
　
　
　
費

4
7
,0
4
8

3
,9
2
5
,0
4
8

3
,9
2
5
,0
4
8

3
,9
7
2
,0
9
6
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２
　
給
与
及
び
手
当
の
状
況

（１
）
　
職
員
１
人
あ
た
り
の
給
与

（２
）
　
初
　
任
　
給

（３
）
　
級
別
職
員
数

職
員
数

構
成
比

職
員
数

職
員
数

構
成
比

１
　
　
級

23
35
.4

1
8

２
　
　
級

16
24
.6

2
2

３
　
　
級

26
40
.0

1
4

24
1
00
.0

４
　
　
級

9
５
　
　
級

40
６
　
　
級

5
７
　
　
級

計
65
10
0.
0

10
8

24
1
00
.0

１
　
　
級

16
27
.6

1
0

２
　
　
級

15
25
.9

2
5

３
　
　
級

27
46
.5

1
2

24
1
00
.0

４
　
　
級

9
５
　
　
級

39
６
　
　
級

4
７
　
　
級

計
58
10
0.
0

9
9

24
1
00
.0

（
単
位
　
円
）

一
般
会
計
の
制
度

（
一
般
行
政
職
）

そ
の
他
の
職

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

平
均
給
料
月
額
（
円
）
　
　

平
均
給
与
月
額
（
円
）
　
　

26
9
,0
00

36
2
,0
00

38
.6
2歳

令
和
２
年
４
月
１
日

予
定

平
成
３
１
年
４
月
１
日

予
定

平
均
給
料
月
額
（
円
）
　
　

平
均
給
与
月
額
（
円
）
　
　

平
均
年
齢
　
（歳
）　
　

医
　
師
　
職

事
務
職

26
7
,0
00

32
9
,0
00

37
.2
6歳

45
7,
0
00

1,
03
9
,0
00

45
.5
4歳

46
5,
0
00

1,
05
0
,0
00

45
.5
3歳

42
.8
9歳

平
均
年
齢
　
（歳
）　
　

38
2
,0
00

31
1
,0
00

医
療
技
術
職

看
護
職

30
0
,0
00

37
2
,0
00

37
.9
7歳

30
8
,0
00

42
2
,0
00

39
.0
3歳

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

医
　
師
　
職

職
員
数

構
成
比

区
　
　
　
　
　
　
分

高
　
　
　
校
　
　
　
卒

大
　
　
　
学
　
　
　
卒

医
　
師
　
職

3
1
6,
50
0

医
療
技
術
職

1
9
4,
70
0

（
単
位
　
人
：
　
％
）

22
0
,7
0
0

看
護
職

看
護
教
育
職

2
21
,6
0
0

看
護
職

40
.9
11
.8

令
和
２
年
４
月
１
日
予
定

平
成
３
１
年
４
月
１
日
現
在

10
0
.0

30
61
2012
53612
4

30
3

10
0.
0

0.
3
6.
5

15
4
,9
0
0

18
8
,7
0
0（
単
位
　
円
）

1
8
8,
70
0

10
0.
0

看
護
教
育
職

351434

45
.3
6歳

30
2,
0
00

24
9,
0
00

46
.7
9歳

29
9,
0
00

25
7,
0
00

そ
の
他
の
職

10
0.
0

10
0.
0

999

10
0.
0

43
0
,0
00

32
2
,0
00

41
.8
7歳

7.
3

41
.4

15
.5

35
.6

職
員
数

48
.6
7歳

43
9,
0
00

38
8,
0
00

49
.6
3歳

43
4,
0
00

39
4,
0
00

看
護
教
育
職

1
5
4,
90
0

事
務
職

構
成
比

40
.5

10
0.
1

2

医
療
技
術
職

1
2212
54710
8

9

0.
3

4.
6

37
.0
8.
3

13
.0
20
.4
16
.7

構
成
比

4.
0

39
.4
9.
1

12
.1
25
.3
10
.1

10
0
.0

5.
9

11
.8
8.
8

23
.5

50
.0

2743 23

10
0
.0

7.
4

11
.1

11
.1

18
.5

51
.9

10
0
.0

構
成
比

事
務
職

－
９
－

817
職
員
数
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（４
）
級
別
の
標
準
的
な
職
務
内
容

（５
）
　
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

６
月
（月
分
）

１
２
（
月
分
）

2.
22
5

2
.2
2
5

4.
4
50

有

2.
12
5

2
.2
7
5

4.
4
00

有

2.
22
5

2
.2
2
5

4.
4
50

有

職
制
上
の
段
階
、
職
務
の

級
等
に
よ
る
加
算
措
置

－
１
０
－

（
月
分
）

支
給
率
計

支
給
期
別
支
給
率

区
分

一
般
会
計
の
制
度

前
年
度

本
年
度

区
分

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

医
師

医
療
職
(
一
)

医
員

医
長

副
院
長

部
長

セ
ン
タ
ー
長

院
長

医
療
技
術
員

医
療
職
(
一
)

技
師

主
任
技
師

主
査

係
長

主
任
主
査

副
部
長

副
技
師
長

部
長

技
師
長

看
護
師

医
療
職
(
三
)

主
任
技
師

技
師

主
査

主
任

副
部
長

師
長

部
長

事
務
職
員

行
政
職
(
一
)

主
事

主
任
主
事

主
査

係
長

主
任
主
査

課
長

課
長
補
佐

事
務
局
次
長

事
務
局
長

看
護
専
門
学
校
職
員

教
育
職
(
四
)

技
師

副
校
長
/
教
務
主

任
/
教
務
主
査
/
主

査
/
主
任
技
師

そ
の
他
職
員

技
能
員

副
主
任
技
能
員

主
任
技
能
員
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（６
）
　
定
年
退
職
及
び
勧
奨
退
職
に
係
る
退
職
手
当

（７
）
　
地
　
域
　
手
　
当

（
％
）

11

（
人
）

65

（
％
）

－

（８
）
　
特
殊
勤
務
手
当

（９
）
　
そ
の
他
の
手
当

－
１
１
－

扶
　
　
　
　
養
　
　
　
　
手
　
　
　
　
当

同

代
表
的
な
特
殊
勤
務
手
当
の
名
称

深
夜
看
護
勤
務
手
当

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

一
　
般
　
会
　
計
　
の
　
制
　
度
　
と
　
の
　
異
　
同

－－－

差
　
　
異
　
　
の
　
　
内
　
　
容

支
 給
 対
 象
 職
 員
 １
 人
 あ
 た
 り

平
 均
 支
 給
 月
 額
  
  
 　
  
  
（
円
）

28
,3
3
0

－

給
与
の
総
額
に
対
す
る
比
率
（
％
）

4.
4

－

支
給
対
象
職
員
の
比
率
　
　
　
 （
％
）

（令
和
2
年
4月
1日
予
定
）

70
.5

32
,8
58

40
.0

1.
3

一
般
会
計
の
制
度

（
支
給
率
）

区
　
　
　
分

２
０
年
勤
続
の
者

（
月
分
）

２
５
年
勤
続
の
者

（
月
分
）

そ
の
他
の
加
算

措
置
等

支
給

率
等

２
４
．
５
８
６
８
７
５

３
３
．
２
７
０
７
５

区
　
　
　
　
　
分

全
　
職
　
種

定
年
前
早
期
退
職
特
例

措
置
（
2
～
4
5
％
加
算
）

一
般
会
計
の
制
度

（
支

給
率

等
）

２
４
．
５
８
６
８
７
５

３
３
．
２
７
０
７
５

定
年
前
早
期
退
職
特
例

措
置
（
2
～
4
5
％
加
算
）

住
　
　
　
　
居
　
　
　
　
手
　
　
　
　
当

同

通
　
　
　
　
勤
　
　
　
　
手
　
　
　
　
当

同

－

支
給

率

支
給

対
象

職
員

数

21
,8
9
1

91
.7

6.
7

そ
の
他
の
職

備
  
  
  
考

事
務
職

医
　
師
　
職

－－－

看
護
教
育
職

４
７
．
７
０
９

４
７
．
７
０
９

３
５
年
勤
続
の
者

（
月
分
）

４
７
．
７
０
９

４
７
．
７
０
９

最
高
限
度

（
月
分
）

5,
26
1

47
.9

0.
7

医
療
技
術
職

32
,4
27

91
.1

7.
9

看
護
職
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（
単
位
：
千
円
）

１
．

医
　
業
　
収
　
益

（
１
）
入

院
収

益
5
,2
4
6
,2
4
7

　
　

（
２
）
外

来
収

益
2
,1
1
7
,0
6
7

（
３
）
そ

の
他

医
業

収
益

2
9
1
,1
1
9

（
４
）
県

補
助

金
3
6
,1
7
4

（
５
）
他

会
計

補
助

金
0

（
６
）
他

会
計

負
担

金
3
6
1
,0
6
0

8
,0
5
1
,6
6
7

２
．

医
　
業
　
費
　
用

（
１
）
給

与
費

4
,7
3
8
,4
0
0

（
２
）
材

料
費

1
,5
6
9
,6
1
6

（
３
）
経

費
2
,0
6
3
,3
7
3

（
４
）
減

価
償

却
費

1
,4
3
4
,2
6
4

（
５
）
資

産
減

耗
費

0

（
６
）
研

究
研

修
費

1
9
,2
8
4

9
,8
2
4
,9
3
7

△
 1
,7
7
3
,2
7
0

３
．

医
 業
 外
 収
 益

（
１
）

受
取

利
息

及
び

配
当

金
3
9
5

（
２
）
県

補
助

金
2
1
,5
7
9

（
３
）
他

会
計

補
助

金
2
5
,7
7
0

（
４
）
他
会
計
負
担
金
（
医
業
外
）

4
3
7
,6
0
7

（
５
）
長

期
前

受
金

戻
入

1
,2
9
3
,0
6
8

（
６
）
そ

の
他

医
業

外
収

益
6
0
,0
9
3

1
,8
3
8
,5
1
2

４
．

看
 護
 師
 養
 成
 事
 業
 収
 益

（
１
）
県

補
助

金
8
0
,0
0
0

（
２
）
そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

3
8
,6
4
7

1
1
8
,6
4
7

－
１
２
－
　
　
　

令
和
元
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
 病
院
事
業
会
計
予
定
損
益
計
算
書
 （
前
年
度
）

  
  
  
 （
 平
 成
 ３
 １
 年
 ４
 月
 １
 日
 か
 ら
 令
 和
 ２
 年
 ３
 月
 ３
 １
 日
 ）
　
  
　

医
業

利
益
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５
．

医
 業
 外
 費
 用

（
１
）
支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱
い
諸
費

2
9
,3
3
4

（
２
）
長
期
前
払
消
費
税
償
却

7
4
,1
2
1

（
３
）
消

費
税

1
5
,0
0
0

（
４
）
雑

支
出

0
1
1
8
,4
5
5

６
．

看
 護
 師
 養
 成
 事
 業
 費
 用

（
１
）
給

与
費

9
1
,1
7
5

（
２
）
看

護
師

養
成

費
1
9
,8
5
3

1
1
1
,0
2
8

1
,7
2
7
,6
7
6

△
 4
5
,5
9
4

７
．

特
　
別
　
損
　
失

（
１
）
固

定
資

産
売

却
損

0

（
２
）
過

年
度

損
益

修
正

損
6
2
0

（
３
）
そ

の
他

特
別

損
失

0
6
2
0

△
 6
2
0

△
 4
6
,2
1
4

△
 1
,1
1
1
,3
9
5

△
 1
,1
5
7
,6
0
9

前
年

度
繰

越
欠

損
金

当
年

度
繰

越
欠

損
金

－
１
３
－
　
　
　

経
常

利
益

当
年

度
純

損
失
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 資
　
　
　
　
産
　
　
　
　
の
　
　
　
　
部

　
　
　
　
　
（単
位
　
千
円
）

１
．
固
　
定
　
資
　
産

（
１
）
有
 形
 固
 定
 資
 産

（
イ
）
土

地
1
,3
7
0
,0
3
7

1
,3
7
0
,0
3
7

（
ロ
）
建

物
1
1
,8
4
5
,1
7
3

建
物

減
価
償

却
累

計
額

△
2
,1
5
7
,0
1
2

9
,6
8
8
,1
6
1

（
ハ
）
器

械
・

備
品

4
,8
9
3
,6
3
7

器
械
・
備
品
減
価
償
却
累
計
額

△
2
,9
4
5
,1
8
3

1
,9
4
8
,4
5
4

（
ニ
）
車

輌
運

搬
具

2
5
,1
1
8

車
輌
運
搬
具
減
価
償
却
累
計
額

△
3
,7
9
6

2
1
,3
2
2

（
ホ
）
建

設
仮

勘
定

0
1
3
,0
2
7
,9
7
4

（
２
）
投
　
　
　
　
資

（
イ
）
長

期
貸

付
金

0
（
ロ
）
長

期
前

払
消

費
税

3
5
9
,5
6
6

（
ハ
）
そ

の
他

投
資

0
3
5
9
,5
6
6

1
3
,3
8
7
,5
4
0

２
．
流
　
動
　
資
　
産

（
１
）

1
,8
1
4
,1
4
6

（
２
）

1
,2
2
0
,3
8
5

貸
倒

引
当

金
0

1
,2
2
0
,3
8
5

（
３
）

5
4
,6
0
9

（
４
）

3
,0
8
9
,1
4
0

1
6
,4
7
6
,6
8
0

－
１
４
－

固
定

資
産

合
計

令
 和
 元
 年
 度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
 病
院
事
業
会
計
予
定
貸
借
対
照
表
（
前
年
度
）

令
 和
 ２
 年
 ３
 月
 ３
１
 日

有
形

固
定

資
産

合
計

投
資

合
計

資
産

合
計

現
金

・
預

金

未
収

金

貯
蔵

品

そ
の

他
流

動
資

産

流
動

資
産

合
計
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負
　
　
債
　
　
の
　
　
部

　
　
　
　
　
（単
位
　
千
円
）

３
．
固
　
定
　
負
　
債

（１
）

（
イ
）
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債

4
,8
1
1
,8
5
4

企
業

債
合

計
4
,8
1
1
,8
5
4

（２
）

（
イ
）
そ

の
他

の
長

期
借

入
金

4
3
3
,5
6
5

他
会

計
借

入
金

合
計

4
3
3
,5
6
5

（３
）

（
イ
）
退

職
給

付
引

当
金

8
9
3
,7
9
3

引
当

金
合

計
8
9
3
,7
9
3

6
,1
3
9
,2
1
2

４
．
流
　
動
　
負
　
債

（１
）

7
6
1
,3
3
3

（２
）

（
イ
）
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債

6
3
6
,5
7
5

6
3
6
,5
7
5

（３
）

（
イ
）
そ

の
他

長
期

借
入

金
5
3
,7
7
3

5
3
,7
7
3

（４
）

（
イ
）
賞

与
引

当
金

2
3
9
,1
6
6

（
ロ
）
法

定
福

利
費

引
当

金
4
8
,0
5
6

2
8
7
,2
2
2

（５
）

（
イ
）
預

り
金

（
ロ
）
そ

の
他

流
動

負
債

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

1
,7
6
6
,9
0
3

５
．
繰
　
延
　
収
　
益

（１
）

1
2
,4
0
0
,8
4
2

（２
）

△
4
,9
0
1
,4
0
2

7
,4
9
9
,4
4
0

1
5
,4
0
5
,5
5
5

－
１
５
－

引
当

金

そ
の

他
流

動
負

債

流
動

負
債

合
計

長
期

前
受

金

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額

繰
延

収
益

合
計

負
債

合
計

企
業

債

企
業

債
（

固
定

）

他
会

計
借

入
金

引
当

金

固
定

負
債

合
計

未
払

金

他
会

計
借

入
金
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－
１
６
－

資
　
　
本
　
　
の
　
　
部

　
　

　
　
　
　
　
（
単
位
　
千
円
）

６
．
資
　
　
本
　
　
金

（１
）

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

７
．
剰
　
　
余
　
　
金

（１
）

（
イ
）
国

・
県

補
助

金
1
,0
6
9
,2
2
8

（
ロ
）
受

贈
財

産
評

価
額

1
,0
0
0

（
ハ
）
他

会
計

負
担

金
1
5
8
,5
0
6

1
,2
2
8
,7
3
4

（２
）

　
（イ
）
繰

越
欠

損
金

△
1
,1
1
1
,3
9
5

　
（ロ
）
当

年
度

純
損

失
△
4
6
,2
1
4

△
1
,1
5
7
,6
0
9

7
1
,1
2
5

1
,0
7
1
,1
2
5

1
6
,4
7
6
,6
8
0

資
本

剰
余

金
合

計

負
債

・
資

本
合

計

欠
損

金

欠
損

金
合

計

剰
余

金
合

計

資
本

合
計

出
資

金

資
本

金
合

計

資
本

剰
余

金
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 資
　
　
　
　
産
　
　
　
　
の
　
　
　
　
部

　
　
　
　
　
（
単
位
　
千
円
）

１
．
固
　
定
　
資
　
産

（１
）
有
 形
 固
 定
 資
 産

（イ
）
土

地
1,
37
0,
03
7

1,
37
0,
0
3
7

（ロ
）
建

物
1
1,
86
9
,8
16

建
物
減
価
償
却
累

計
額

△
2
,7
4
7
,2
8
8

9,
12
2,
52
8

（ハ
）
器

械
・

備
品

4,
99
4,
52
2

器
械
・
備
品
減
価
償
却
累
計
額

△
3
,7
2
2
,1
0
4

1,
27
2,
41
8

（ニ
）
車

輌
運

搬
具

28
,7
54

車
輌
運
搬
具
減
価
償
却
累
計
額

△
8
,1
7
6

2
0,
57
8

（ホ
）
建

設
仮

勘
定

0
11
,7
85
,5
61

（２
）
投
　
　
　
　
資

（イ
）
長

期
貸

付
金

0
（ロ
）
長

期
前

払
消

費
税

29
5,
11
4

（ハ
）
そ

の
他

投
資

0
29
5
,1
1
4

12
,0
80
,6
75

２
．
流
　
動
　
資
　
産

（１
）

1
,8
09
,6
78

（２
）

1,
32
4,
40
8

貸
倒

引
当

金
0

1
,3
24
,4
08

（３
）

54
,6
09

（４
）

3,
18
8,
69
5

15
,2
69
,3
70

－
１
７
－

投
資

合
計

固
定

資
産

合
計

令
 和
 ２
 年
 度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
 病
院
事
業
会
計
予
定
貸
借
対
照
表

令
 和
 ３
 年
 ３
 月
 ３
１
 日

有
形

固
定

資
産

合
計

資
産

合
計

現
金

・
預

金

未
収

金

貯
蔵

品

そ
の

他
流

動
資

産

流
動

資
産

合
計
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負
　
　
債
　
　
の
　
　
部

　
　
　
　
　
（単
位
　
千
円
）

３
．
固
　
定
　
負
　
債

（
１
）

（イ
）

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債

4
,5
0
2
,3
2
0

企
業

債
合

計
4
,5
0
2
,3
2
0

（
２
）

（イ
）
そ

の
他

の
長

期
借

入
金

3
7
9
,7
9
2

他
会

計
借

入
金

合
計

3
7
9
,7
9
2

（
３
）

（イ
）
退

職
給

付
引

当
金

8
6
3
,8
9
8

引
当

金
合

計
8
6
3
,8
9
8

5
,7
4
6
,0
1
0

４
．
流
　
動
　
負
　
債

（
１
）

8
0
5
,1
7
5

（
２
）

（イ
）

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債

4
1
6
,1
4
3

4
1
6
,1
4
3

（
３
）

（イ
）

そ
の

他
長

期
借

入
金

5
3
,7
7
3

5
3
,7
7
3

（
４
）

（イ
）
賞

与
引

当
金

2
7
8
,0
2
0

（ロ
）
法

定
福

利
費

引
当

金
6
3
,2
7
7

3
4
1
,2
9
7

（
５
）

（イ
）
預

り
金

0
（ロ
）
そ

の
他

流
動

負
債

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

1
,6
4
4
,3
8
8

５
．
繰
　
延
　
収
　
益

（
１
）

1
3
,0
3
7
,4
1
7

（
２
）

△
6
,2
3
2
,4
1
2

繰
延

収
益

合
計

6
,8
0
5
,0
0
5

1
4
,1
9
5
,4
0
3

－
１
８
－

他
会

計
借

入
金

そ
の

他
流

動
負

債

流
動

負
債

合
計

長
期

前
受

金

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額

負
債

合
計

未
払

金

企
業

債
（

固
定

）

他
会

計
借

入
金

引
当

金

固
定

負
債

合
計

企
業

債

引
当

金
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資
　
　
本
　
　
の
　
　
部

　
　

　
　
　
　
　
（
単
位
　
千
円
）

６
．
資
　
　
本
　
　
金

（
１
）

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

７
．
剰
　
　
余
　
　
金

（
１
）

（イ
）
国

・
県

補
助

金
1
,0
6
9
,2
2
8

（ロ
）
他

会
計

補
助

金
1
,0
0
0

（ハ
）
他

会
計

負
担

金
1
5
8
,5
0
6

1
,2
2
8
,7
3
4

（
２
）

　
（イ
）
減

債
積

立
金

0
（ロ
）
利

益
積

立
金

0
（ハ
）
建

設
改

良
積

立
金

0
0

（
３
）

　
（イ
）
繰

越
欠

損
金

△
1
,1
5
7
,6
0
9

　
（ロ
）
当

年
度

純
利

益
2
,8
4
2

△
1
,1
5
4
,7
6
7

7
3
,9
6
7

1
,0
7
3
,9
6
7

1
5
,2
6
9
,3
7
0

出
資

金

－
１
９
－

資
本

金
合

計

資
本

剰
余

金

資
本

剰
余

金
合

計

負
債

・
資

本
合

計

利
益

剰
余

金

利
益

剰
余

金
合

計

欠
損

金
合

計

剰
余

金
合

計

資
本

合
計

欠
　
　
損
　
　
金
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注
記

Ⅰ
．
重
要
な
会
計
方
針

　
1
　
固
定
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法

　
　
（
１
）
有
形
固
定
資
産

　
　
　
・
減
価
償
却
の
方
法

　
　
　
　
定
額
法
に
よ
る
。

　
　
　
・
主
な
耐
用
年
数

　
　
　
　
建
物

５
０
年

　
　
　
　
構
築
物

２
０
年

　
　
　
　
器
械
・
備
品

５
年

　
　
　
　
車
両
運
搬
具

６
年

　
２
　
引
当
金
の
計
上
方
法

　
　
（
１
）
賞
与
引
当
金

　
　
　
　
職
員
の
期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
に
備
え
る
た
め
、
当
年
度
末
に
お
け
る
支
給
見
込
額
に
基
づ
き
、
当
年
度
の
負
担
に
属
す
る
額
を
計
上
し
て
い
る
。

　
３
　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理

　
　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理
は
一
括
比
例
配
分
方
式
に
よ
る
。

Ⅱ
．
予
定
貸
借
対
照
表
関
連

　
　
（
１
）
企
業
債
の
償
還
に
係
る
他
会
計
の
負
担

　
　
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
企
業
債
（
当
該
年
度
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
以
内
に
償
還
予
定
の
も
の
も
含
む
。
）
の
う
ち
、
他
会
計
が
負
担

　
す
る
と
見
込
ま
れ
る
額
は
４
，
９
１
８
，
４
６
３
千
円
で
あ
る
。

－
２
０
－
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議
 第
 １
 号

参
　
考
　
資
　
料

令
　
和
　
２
　
年
　
度

南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算
書
（案
）

施
設
別
明
細
書
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○
南

奈
良

総
合

医
療

セ
ン

タ
ー

(
単

位
：

床
、

人
）

　
病

床
数

　
患

者
数

○
吉

野
病

院
　

病
床

数

　
患

者
数

年
延

外
来

患
者

数
2
5
,
5
1
5

訪
問

診
療

含
む

一
日

平
均

外
来

患
者

数
1
0
5

訪
問

診
療

含
む

－
１
－

年
延

入
院

患
者

数
3
1
,
5
3
6

療
養

病
床

含
む

一
日

平
均

入
院

患
者

数
8
6

療
養

病
床

含
む

療
養

病
床

4
6

区
分

当
年

度
備

考

区
分

当
年

度
備

考

一
般

病
床

5
0

年
延

外
来

患
者

数
1
6
1
,
5
9
5

訪
問

診
療

含
む

一
日

平
均

外
来

患
者

数
6
6
5

訪
問

診
療

含
む

年
延

入
院

患
者

数
8
1
,
7
6
0

回
復

期
病

床
含

む

一
日

平
均

入
院

患
者

数
2
2
4

回
復

期
病

床
含

む

回
復

期
病

床
3
6

区
分

当
年

度
備

考

病
　
床
　
数
　
及
　
び
　
患
　
者

　
数

区
分

当
年

度
備

考

一
般

病
床

（
H
C
U

含
む

）
1
9
6
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○
五

條
病

院
　

病
床

数

　
患

者
数

年
延

外
来

患
者

数
1
8
,
9
5
4

訪
問

診
療

含
む

一
日

平
均

外
来

患
者

数
7
8

訪
問

診
療

含
む

年
延

入
院

患
者

数
2
4
,
0
9
0

療
養

病
床

含
む

一
日

平
均

入
院

患
者

数
6
6

療
養

病
床

含
む

療
養

病
床

2
6

区
分

当
年

度
備

考

一
般

病
床

4
5

－
２
－

区
分

当
年

度
備

考
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【
南
奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
】

（
　
収
益
的
収
入
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

8
,2
2
5
,7
1
0

医
業

収
益

6
,6
8
6
,3
1
3

入
院

収
益

4
,1
9
3
,4
6
9

入
院

収
益

4
,1
9
3
,4
6
9

外
来

収
益

1
,9
4
3
,3
7
9

外
来

収
益

1
,9
4
3
,3
7
9

そ
の
他
医
業
収
益

2
2
4
,0
5
9

室
料

差
額

収
益

1
1
5
,2
2
9

公
衆
衛
生
活
動
収
益

3
1
,3
5
6

医
療

相
談

収
益

3
4
,6
7
4

そ
の
他
医
業
収
益

4
2
,8
0
0

県
補

助
金

8
5
,7
2
6

県
補

助
金

8
5
,7
2
6

他
会

計
負

担
金

2
3
9
,6
8
0

他
会

計
負

担
金

2
3
9
,6
8
0

医
業

外
収

益
1
,4
1
7
,2
7
7

受
取
利
息
及
び
配
当
金

3
3
0

預
金

利
息

3
3
0

県
補

助
金

2
7
,1
1
3

県
補

助
金

2
7
,1
1
3

他
会

計
補

助
金

2
6
,1
4
7

他
会

計
補

助
金

2
6
,1
4
7

他
会

計
負

担
金

2
8
5
,4
2
5

他
会

計
負

担
金

2
8
5
,4
2
5

長
期
前
受
金
戻
入

1
,0
3
6
,1
0
3

長
期
前
受
金
戻
入

1
,0
3
6
,1
0
3

そ
の
他
医
業
外
収
益

4
2
,1
5
9

そ
の
他
医
業
外
収
益

4
2
,1
5
9

看
護
師
養
成
事
業
収
益

1
2
2
,1
2
0

県
補

助
金

8
0
,0
0
0

県
補

助
金

8
0
,0
0
0

そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

4
2
,1
2
0
そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

4
2
,1
2
0

節
備
　
　
考

病
院

事
業

収
益

－
３
－

収
 益
 費
 用
 明
 細
 書

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）
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（
　
収
益
的
支
出
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

8
,3
5
3
,5
5
9

医
業

費
用

8
,0
9
2
,0
6
6

給
与

費
3
,9
4
8
,5
6
1

給
料

1
,5
0
6
,7
6
1

手
当

1
,1
4
5
,8
8
1

報
酬

3
7
3
,8
0
4

賃
金

0

法
定

福
利

費
5
6
9
,4
7
3

法
定
福
利
費
引
当
金
繰
入
額

4
7
,3
9
4

退
職

給
与

費
8
5
,7
2
6

退
職
給
与
費
引
当
金
繰
入
額

1
4
,3
2
7

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2
0
5
,1
9
5

材
料

費
1
,3
9
1
,6
8
6

薬
品

費
7
3
6
,5
3
0

診
療

材
料

費
6
4
7
,1
2
6

給
食

材
料

費
1
0
3

医
療
消
耗
備
品
費

7
,9
2
7

経
費

1
,6
6
1
,1
5
1

福
利

厚
生

費
1
9
0

報
償

費
1
,4
1
7

旅
費

交
通

費
4
,9
5
8

職
員

被
服

費
2
,3
2
1

消
耗

品
費

3
6
,1
7
7

消
耗

備
品

費
1
5
,0
8
7

光
熱

水
費

1
3
3
,9
0
8

燃
料

費
1
6
,8
1
8

食
料

費
1
,2
2
7

印
刷

製
本

費
8
,0
1
0

－
４
－

節
備
　
　
考

病
院

事
業

費
用

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）
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区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

修
繕

費
2
8
,5
2
1

保
険

料
6
,6
6
0

手
数

料
3
,5
5
5

賃
借

料
1
3
6
,5
3
0

委
託

料
1
,1
1
8
,5
4
5

広
告

料
1
3
2

公
課

費
5

通
信

運
搬

費
1
7
,6
3
7

交
際

費
1
2
0

諸
会

費
7
,9
1
9

負
担

金
1
2
1
,3
7
2

雑
費

4
2

減
価

償
却

費
1
,0
6
7
,1
6
8

建
物
減
価
償
却
費

1
1
0
,0
9
4

建
物
付
属
設
備
減
価
償
却
費

2
8
9
,4
1
7

構
築
物
減
価
償
却
費

1
1
,4
6
5

医
療
器
械
減
価
償
却
費

4
7
0
,2
9
2

器
械
備
品
減
価
償
却
費

1
8
2
,2
2
7

車
両
減
価
償
却
費

3
,6
7
3

資
産

減
耗

費
1
,0
0
0

固
定
資
産
除
却
費

1
,0
0
0

研
究

研
修

費
2
2
,5
0
0

謝
金

1
,7
6
9

図
書

費
5
,7
5
5

旅
費

8
,6
5
4

研
究

雑
費

6
,3
2
2

節
備
　
　
考

－
５
－

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）
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区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

医
業

外
費

用
1
2
4
,1
1
9

支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱
諸
費

2
9
,7
5
1

企
業

債
利

息
2
8
,9
2
9

一
時
借
入
金
利
息

8
2
2

長
期
前
払
消
費
税
償
却

7
7
,3
6
8

長
期
前
払
消
費
税
償
却

7
7
,3
6
8

消
費

税
1
7
,0
0
0

消
費

税
1
7
,0
0
0

看
護
師
養
成
事
業
費
用

1
3
3
,3
7
4

給
与

費
9
2
,3
1
2

給
料

4
2
,6
6
0

手
当

1
5
,0
9
5

報
酬

1
2
,9
1
7

賃
金

0

法
定

福
利

費
1
4
,2
3
1

法
定
福
利
費
引
当
金
繰
入
額

1
,2
3
0

賞
与
引
当
金
繰
入
額

6
,1
7
9

看
護

師
養

成
費

4
1
,0
6
2

教
材

費
8
3
7

旅
費

交
通

費
8
8
5

職
員

被
服

費
5
3

消
耗

品
費

6
2
4

消
耗

備
品

費
5
5
0

光
熱

水
費

9
,9
3
9

燃
料

費
1
,1
9
8

食
料

費
1
7

印
刷

製
本

費
1
,1
0
0

修
繕

費
5
5

保
険

料
3
5
9

節
備
　
　
考

－
６
－

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）
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区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

手
数

料
3

賃
借

料
1
,0
3
5

通
信

運
搬

費
6
1
8

委
託

料
2
3
,3
8
0

諸
会

費
3
8
5

負
担

金
2
4

特
別

損
失

3
,0
0
0

固
定
資
産
売
却
損

1
,0
0
0

固
定
資
産
売
却
損

1
,0
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

1
,0
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

1
,0
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

1
,0
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

節
備
　
　
考

－
７
－

目
当
　
年
　
度
　
　
（千
円
）

款
　
・
　
項
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（
　
資
本
的
収
入
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

7
1
7
,5
2
0

負
担

金
6
3
6
,5
7
4

他
会

計
負

担
金

6
3
6
,5
7
4

他
会

計
負

担
金

6
3
6
,5
7
4

企
業

債
8
0
,9
4
6

企
業

債
8
0
,9
4
6

企
業

債
8
0
,9
4
6

（
　
資
本
的
支
出
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

7
8
0
,1
5
9

建
設

改
良

費
9
3
,2
0
0

病
院
改
築
事
業
費

8
,0
0
0

工
事

請
負

費
8
,0
0
0

器
械
備
品
購
入
費

8
1
,2
0
0

医
療
器
械
購
入
費

8
0
,9
4
7

備
品

購
入

費
2
5
3

車
両

購
入

費
4
,0
0
0

車
両

購
入

費
4
,0
0
0

企
業
債
償
還
金

6
3
6
,5
7
5

企
業

債
償

還
金

6
3
6
,5
7
5

企
業

債
償

還
金

6
3
6
,5
7
5

県
借
入
償
還
金

5
0
,3
8
4

県
借

入
償

還
金

5
0
,3
8
4

県
借

入
償

還
金

5
0
,3
8
4

資
本

的
収

入

節
備
　
　
考

資
本

的
支

出

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）

当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）

－
８
－

目
節

備
　
　
考

款
　
・
　
項
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【
吉
野
病
院
】

（
　
収
益
的
収
入
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

1
,2
2
5
,1
8
9

医
業

収
益

1
,0
5
4
,9
0
2

入
院

収
益

7
0
1
,3
6
5

入
院

収
益

7
0
1
,3
6
5

外
来

収
益

2
3
2
,3
0
6

外
来

収
益

2
3
2
,3
0
6

そ
の
他
医
業
収
益

4
9
,7
1
1

室
料

差
額

収
益

3
3
,7
7
3

公
衆
衛
生
活
動
収
益

5
,4
9
8

そ
の
他
医
業
収
益

1
0
,4
4
0

他
会

計
負

担
金

7
1
,5
2
0

他
会

計
負

担
金

7
1
,5
2
0

医
業

外
収

益
1
7
0
,2
8
7

県
補

助
金

3
1
5

他
会

計
負

担
金

3
1
5

他
会

計
負

担
金

9
4
,6
0
4

他
会

計
負

担
金

9
4
,6
0
4

長
期
前
受
金
戻
入

7
0
,8
4
0

長
期
前
受
金
戻
入

7
0
,8
4
0

そ
の
他
医
業
外
収
益

4
,5
2
8

そ
の
他
医
業
外
収
益

4
,5
2
8

備
　
　
考

病
院

事
業

収
益

－
９
－

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（千
円
）

節
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（
　
収
益
的
支
出
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

1
,1
2
1
,0
5
0

医
業

費
用

1
,1
1
8
,5
5
0

給
与

費
6
3
5
,7
8
8

給
料

2
7
1
,5
1
2

手
当

1
7
8
,7
1
5

報
酬

4
0
,4
4
6

賃
金

0

法
定

福
利

費
1
0
0
,1
8
9

法
定
福
利
費
引
当
金
繰
入
額

8
,1
1
9

賞
与
引
当
金
繰
入
額

3
6
,8
0
7

材
料

費
9
4
,5
4
8

薬
品

費
6
4
,3
6
2

診
療

材
料

費
2
7
,6
2
3

給
食

材
料

費
5
5

医
療
消
耗
備
品
費

2
,5
0
8

経
費

3
1
0
,0
0
4

報
償

費
1
6

旅
費

交
通

費
3
4
7

消
耗

品
費

5
,7
3
5

消
耗

備
品

費
1
,4
8
2

光
熱

水
費

3
4
,7
6
5

燃
料

費
1
0
,7
0
4

食
料

費
1
1

印
刷

製
本

費
5
9
4

修
繕

費
1
3
,9
7
0

保
険

料
1
,8
2
0

手
数

料
2
9
1

節
備
　
　
考

病
院

事
業

費
用

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（千
円
）

－
１
０
－
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区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

賃
借

料
3
9
,8
0
4

委
託

料
1
7
8
,1
4
4

公
課

費
3

通
信

運
搬

費
2
,5
4
6

諸
会

費
7
6
4

負
担

金
1
9
,0
0
0

雑
費

8

減
価

償
却

費
7
5
,8
4
8

建
物
減
価
償
却
費

5
4
,6
7
7

建
物
付
属
設
備
減
価
償
却
費

3
5
0

医
療
器
械
減
価
償
却
費

7
,6
5
0

器
械
備
品
減
価
償
却
費

1
2
,7
0
5

車
両
減
価
償
却
費

4
6
6

資
産

減
耗

費
1
,0
0
0

固
定
資
産
除
却
費

1
,0
0
0

研
究

研
修

費
1
,3
6
2

謝
金

3
0
0

図
書

費
1
1
0

旅
費

8
5
2

研
究

雑
費

1
0
0

特
別

損
失

1
,5
0
0

固
定
資
産
売
却
損

5
0
0

固
定
資
産
売
却
損

5
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

5
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

5
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

5
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

5
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

節
備
　
　
考

－
１
１
－

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（千
円
）
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（
　
資
本
的
収
入
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

2
0
,9
7
7

企
業

債
2
0
,9
7
7

企
業

債
2
0
,9
7
7

企
業

債
2
0
,9
7
7

（
　
資
本
的
支
出
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

4
2
,6
1
5

建
設

改
良

費
4
2
,6
1
5

病
院
改
築
事
業
費

1
9
,1
0
8

工
事

請
負

費
1
9
,1
0
8

器
械
備
品
購
入
費

2
3
,5
0
7

医
療
器
械
購
入
費

1
4
,5
4
2

備
品

購
入

費
8
,9
6
5

資
本

的
支

出

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（千
円
）

節
備
　
　
考

資
本

的
収

入

節
備
　
　
考

－
１
２
－

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（千
円
）
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【
五
條
病
院
】

（
　
収
益
的
収
入
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

1
,0
5
9
,2
5
5

医
業

収
益

7
6
9
,0
5
5

入
院

収
益

5
2
5
,8
3
9

入
院

収
益

5
2
5
,8
3
9

外
来

収
益

1
7
0
,3
3
1

外
来

収
益

1
7
0
,3
3
1

そ
の
他
医
業
収
益

1
9
,9
9
0

室
料

差
額

収
益

1
1
,2
8
5

公
衆
衛
生
活
動
収
益

1
,9
6
3

そ
の
他
医
業
収
益

6
,7
4
2

他
会

計
負

担
金

5
2
,8
9
5

他
会

計
負

担
金

5
2
,8
9
5

医
業

外
収

益
2
9
0
,2
0
0

県
補

助
金

3
1
5

長
期
前
受
金
戻
入

3
1
5

他
会

計
負

担
金

6
5
,2
7
4

長
期
前
受
金
戻
入

6
5
,2
7
4

長
期
前
受
金
戻
入

2
2
4
,0
6
7

長
期
前
受
金
戻
入

2
2
4
,0
6
7

そ
の
他
医
業
外
収
益

5
4
4

そ
の
他
医
業
外
収
益

5
4
4

節
備
　
　
考

病
院

事
業

収
益

－
１
３
－

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）
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（
　
収
益
的
支
出
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

1
,0
3
2
,7
0
3

医
業

費
用

1
,0
3
0
,2
0
3

給
与

費
5
0
4
,4
1
4

給
料

2
1
6
,0
0
0

手
当

1
2
4
,0
7
0

報
酬

4
4
,2
3
5

賃
金

法
定

福
利

費
8
3
,7
3
6

法
定
福
利
費
引
当
金
繰
入
額

6
,5
3
4

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2
9
,8
3
9

材
料

費
6
7
,4
9
4

薬
品

費
4
5
,0
0
6

診
療

材
料

費
2
1
,0
5
2

給
食

材
料

費
3
6

医
療
消
耗
備
品
費

1
,4
0
0

経
費

2
2
8
,0
2
9

旅
費

交
通

費
2
4
1

消
耗

品
費

2
,9
4
0

消
耗

備
品

費
1
,5
0
0

光
熱

水
費

2
5
,1
4
8

燃
料

費
4
,1
3
0

食
料

費
1
1

印
刷

製
本

費
3
9
6

修
繕

費
1
1
,6
6
2

保
険

料
1
,5
0
7

手
数

料
2
6
6

賃
借

料
1
1
,1
3
9

病
院

事
業

費
用

節
備
　
　
考

－
１
４
－

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）
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区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

委
託

料
1
5
6
,7
9
7

広
告

料
1
1
0

公
課

費
3

通
信

運
搬

費
2
,4
8
2

諸
会

費
6
9
2

負
担

金
9
,0
0
0

雑
費

5

減
価

償
却

費
2
2
8
,5
6
1

建
物
減
価
償
却
費

3
7
,5
8
2

建
物
付
属
設
備
減
価
償
却
費

8
2
,8
0
3

構
築
物
減
価
償
却
費

3
,8
8
8

医
療
器
械
減
価
償
却
費

4
2
,8
3
8

器
械
備
品
減
価
償
却
費

6
1
,2
0
9

車
両
減
価
償
却
費

2
4
1

資
産

減
耗

費
1
,0
0
0

固
定
資
産
除
却
費

1
,0
0
0

研
究

研
修

費
7
0
5

図
書

費
1
1
0

旅
費

4
9
5

研
究

雑
費

1
0
0

特
別

損
失

1
,5
0
0

固
定
資
産
売
却
損

5
0
0

固
定
資
産
売
却
損

5
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

5
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

5
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

5
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

5
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

節
備
　
　
考

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）

－
１
５
－
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（
　
資
本
的
収
入
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

4
,6
8
6

企
業

債
4
,6
8
6

企
業

債
4
,6
8
6

企
業

債
4
,6
8
6

（
　
資
本
的
支
出
　
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

9
,6
5
5

建
設

改
良

費
6
,2
6
6

器
械
備
品
購
入
費

6
,2
6
6

医
療
器
械
購
入
費

4
,6
8
6

備
品

購
入

費
1
,5
8
0

県
借
入
金
返
還
金

3
,3
8
9

県
借
入
金
返
還
金

3
,3
8
9

県
借
入
金
返
還
金

3
,3
8
9

資
本

的
支

出

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）

節
備
　
　
考

資
本

的
収

入

節
備
　
　
考

款
　
・
　
項

目
当
　
年
　
度
　
　
（
千
円
）

－
１
６
－
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議第 ２ 号 

 

南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

 

南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例について次のとおり制定

したいので、議会の議決を求める。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

南和広域医療企業団企業長 中川 幸士  

 

 

南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成１４年

法律第４８号。以下｢法｣という。)第３条第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第

２項並びに第７条第１項及び第２項並びに地方公営企業法(昭和２７年法律第２９２号)

第３８条第４項の規定に基づき、一般職に属する職員の任期を定めた採用及び任期を定

めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

(任期を定めた採用) 

第２条 企業長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する

当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に

必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用すること

ができる。 

２ 企業長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識

経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれか

に該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能

率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用する

ことができる。 

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的

な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確

保することが一定の期間困難である場合 

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専

門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有す

る当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる

場合 
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(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があ

るため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認めら

れる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験

を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経

験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

第３条 企業長は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させるこ

とが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用

することができる。 

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 企業長は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業

務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限

って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任

期を定めて採用することができる。 

(短時間勤務職員の任期を定めた採用) 

第４条 企業長は、短時間勤務職員を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに従事させ

ることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任

期を定めて採用することができる。 

２ 企業長は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービス

について、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はそ

の延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短

時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保す

るために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

３ 企業長は、前２項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間

について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため

適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

(1) 南和広域医療企業団職員の修学部分休業に関する条例(平成２８年南和広域医療企

業団条例第８号)第２条の規定による承認 

(2) 南和広域医療企業団職員の高齢者部分休業に関する条例(平成２８年南和広域医療

企業団条例第９号)第２条の規定による承認 

(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３

年法律第７６号)第６１条第６項の規定により読み替えて準用する同条第３項から第

５項までの規定を最低基準として定める管理規程の規定による承認 

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成３年法律第１１０号)第１９条第１項

の規定による承認 

(任期の特例) 
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第５条 法第６条第２項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 第３条第１項第１号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定

の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期

を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第

３条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合 

(2) 第３条第１項各号に掲げる業務に係る期間が同条又は前条の規定により任期を定

めて採用しようとするときから３年を超えることがあらかじめ見込まれる場合 

(任期の更新) 

第６条 企業長は、第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員(以下｢特定任

期付職員｣という。)又は同条第２項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が

５年に満たない場合にあっては、採用した日から５年を超えない範囲内において、その

任期を更新することができる。 

２ 企業長は、第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用された職員(以下｢非専門

的任期付職員｣という。)の任期が３年に満たない場合にあっては、採用した日から３年

を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 

３ 任命権者は、前２項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を

得なければならない。 

(特定任期付職員の給与に関する特例) 

第７条 特定任期付職員には、管理規程で定める給料表を適用する。 

２ 企業長は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員の職務に応じて管理規程に定め

る基準に従い決定する。 

３ 企業長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、

管理規程で定めるところにより、特定任期付職員業績手当として支給することができる。 

第８条 南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成２８年南和広

域医療企業団条例第１３号。以下｢給与条例｣という。)第４条から第６条まで、第８条、

第１２条、第１５条から第１７条まで及び第２０条の規定は、特定任期付職員には、適

用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１４条第１項の規定の適用については、同条中｢第

１６条第１項に規定する職員｣とあるのは、｢南和広域医療企業団一般職の任期付職員の

採用等に関する条例(令和２年南和広域医療企業団条例第 号)第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員｣とする。 

(非専門的任期付職員の給与の特例) 

第９条 給与条例第１４条及び第１７条の規定は、非専門的任期付職員には、適用しない。 

２ 給与条例第５条、第６条から第８条まで及び第２１条の規定は、第４条の規定により

任期を定めて採用された職員には、適用しない。 

３ 任期付短時間勤務職員についての給与条例第１２条第３項の適用については、同条中

｢再任用短時間勤務職員｣とあるのは、｢南和広域医療企業団一般職の任期付職員の採用等
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に関する条例(令和２年南和広域医療企業団条例第 号)第４条の規定により任期を定め

て採用された職員｣とする。 

(その他) 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第 ３ 号 

 

南和広域医療企業団職員定数条例の一部を改正する条例について 

 

南和広域医療企業団職員定数条例について次のとおり改正したいので、議会の議決を求

める。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

南和広域医療企業団企業長 中川 幸士  

 

 

南和広域医療企業団職員定数条例の一部を改正する条例 

 

南和広域医療企業団職員定数条例(平成２４年南和広域医療組合条例第４号)の一部を次

のように改正する。 

第３条に次の１項を加える。 

２ 次に掲げる職員は、定数外とする。 

(1) 地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第２８条第２項及び南和広域医療企業

団職員の分限に関する条例(平成２４年南和広域医療組合条例第５号)第２条の規定に

より休職にされている職員 

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成３年法律第１１０号)第２条第１項の

規定により育児休業をしている職員 

(3) 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の１７第１項の規定により他の

地方公共団体に派遣されている職員 

(4) 南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成２８年南和広域医療

企業団条例第１０号)第７条の規定により自己啓発等休業をしている職員 

(5) 南和広域医療企業団職員の配偶者同行休業に関する条例(平成２８年南和広域医療

企業団条例第１１号)第２条の規定により配偶者同行休業をしている職員 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議第 ４ 号 

 

南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例について次のとおり改正した

いので、議会の議決を求める。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

南和広域医療企業団企業長 中川 幸士  

 

 

南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(平成２４年南和広域医療組合

条例第１０号)の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中｢、６月に支給する場合においては｣を削り、「１００分の１０７．５」を

「１００分の１１７．５」に、「１００分の１５７．５、１２月に支給する場合においては、

企業長にあっては１００分の１２２．５、副企業長にあっては１００分の１７２．５」を

「１００分の１７０」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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